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耐震改修費補助制度
◆補助金の額
　耐震設計に要する費用の2/3（４万円を限度）、
耐震改修工事に要する費用の23/100（30万円を限
度）及び工事監理に要する費用の2/3（６万円を
限度）の合計額40万円
◆補助対象棟数　約10件
◆補助対象住宅
　市内にある木造住宅で、新耐震基準（昭和56年）
以前に建築された２階建て以下の一戸建ての住宅
（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の
1/2未満のものを含む）であり、耐震診断の結果、
危険性があると判定されたものであること。
◆補助対象者
　補助対象住宅を所有し、かつその住宅に居住し
ている方。※既に補助対象住宅の耐震改修に係る
契約を締結されている方は対象となりません。
◆受付期間　受付中～ 10月31日㊎

耐震診断費補助制度
◆補助金の額
　耐震診断に要する費用の2/3で６万円を限度
◆補助対象棟数　約20件
◆補助対象住宅
　市内にある木造住宅で、新耐震基準（昭和56年）
以前に建築された2階建て以下の一戸建ての住宅
（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の
1/2未満のものを含む）
◆補助対象者
　補助対象住宅を所有し、かつその住宅に居住し
ている方。※既に補助対象住宅の耐震診断に係る
契約を締結されている方は対象となりません。
◆受付期間　受付中～ 12月15日㊊

お問い合わせは、
建築課（８階）
☎（20）１５８８、5（20）１６０６へ。

●木造住宅耐震無料相談会（第１回）を開催します
　新耐震基準（昭和56年）以前に建築された木造
住宅の耐震化を図るため耐震相談会を開催します。
日　　時　６月27日㊎、13時～ 17時
　　　　　（個別簡易耐震相談時間は1組40分程度）
場　　所　市役所５階５０４会議室
申込方法　電話にて事前予約制（先着５組）
申込期間　６月２日㊊～６月13日㊎
　　　　　（土日を除く９時～ 17時）

木造住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します
　市では、住宅の耐震化を促進するために、木造住宅の耐震診断並びに耐震改修にかかる費用の一部
を補助します。下記の制度をご利用ください。
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